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既存住宅性能表示制度

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、第三者機関
（登録住宅性能評価機関）が申請者の求めにより既存住宅の性
能評価。
結果を評価書として交付（平成１４年１２月より運用開始）

○制度の概要
必須項目：劣化等の状況について、目視により評価

選択項目：申請者の求めに応じて、以下の７分野（２４項目）の性
能について評価
・構造の安定 ・火災時の安全
・維持管理への配慮 ・空気環境
・光・視環境 ・高齢者等への配慮
・防犯

○交付実績（H14.12月～H21.1月）
戸建住宅５８９戸、共同住宅１，２５９戸
（平成１９年度：戸建住宅９０戸、共同住宅２５９戸）

既存住宅保証制度 （(財)住宅保証機構）

取得した既存住宅に雨漏りや住宅の傾きなどが起きた場合、修
繕費用の大部分をカバーできる保証金を住宅保証機構が支払う
制度。

○制度の概要
保証の対象となる部分：構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入
を防止する部分であって、その機能を十分に果たすことができな
くなった場合

保証期間：住宅が売り主から買い主に引き渡されてから５年間
ただし、雨水の浸入を防止する部分については、２年間

支払われる保証金：
・売り主が「一般」の場合

保証金＝（補修費用－１０万円）×９５％
・売り主が「宅地建物取引業者」の場合

保証金＝（補修費用－１０万円）×８０％

○実績（H13～H20年度） ５１４戸
（平成２０年度：８０戸）

既存住宅の表示制度と保証制度



リフォームに係る支援制度（１） （税制）

耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

対象 耐震改修に要する費用 バリアフリー改修に要する費用 省エネ改修に要する費用

控除期間 １年 １年 １年

所得税の控除率 １０％ (控除対象限度額２００万円) １０％ (控除対象限度額２００万円) １０％ (控除対象限度額２００万円等)

適用要件 旧耐震基準により建築されたもの
等

居住者： ５０歳以上の者 等
工事： 廊下の拡幅、浴室改良等で費用

が３０万円超 等

全ての居室の窓全部の改修工事(当該部位
の省エネ性能がＨ１１基準以上)等で、費用が
３０万円超 等

耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

対象
－

バリアフリー改修工事に係る住宅ローンの
年末残高

省エネ改修工事に係る住宅ローンの年末残
高

控除期間 － ５年 ５年

控除率

－

特定のバリアフリー改修工事相当部分：
２％ (限度額２００万円)
その他の部分： １％ (特定の部分と併せ
て限度額１０００万円)

特定の省エネ改修工事相当部分： ２％ (限
度額２００万円等)
その他の部分： １％ (特定の部分と併せて
限度額１０００万円)

適用要件

－

居住者： ５０歳以上の者 等
工事： 廊下の拡幅、浴室改良等で費用

が３０万円超 等

全ての居室の窓全部の改修工事(当該部位
の省エネ性能がＨ１１基準以上、かつ、住宅
全体の省エネ性能が一段階相当上がること)
等で、費用が３０万円超 等

対象 増改築のためのローンで返済期間が１０年以上のもの

居住年 控除対象借入限度額 最大控除額
Ｈ２１ ５，０００万円 ５００万円
Ｈ２２ ５，０００万円 ５００万円
Ｈ２３ ４，０００万円 ４００万円
Ｈ２４ ３，０００万円 ３００万円
Ｈ２５ ２，０００万円 ２００万円

控除期間 １０年

控除率 １.０％

適用要件 工事費１００万円超、 増改築後床面積５０㎡以上、 所得３，０００万円以下 等

＜投資型減税＞

＜ローン型減税＞

＜住宅ローン減税＞

※減収見込額
・住宅ローン減税：1530億円（新築、中古住宅、増改築、省エネ改修）
・投資型減税：240億円（長期優良住宅の新築等、省エネ改修（投資型）、バリアフリー改修（投資型）、耐震改修）



リフォームに係る支援制度（２） （補助、融資）

住宅の長寿命化に資する先導
的な材料･技術･システム等が導
入されるものとして、国土交通省
が採択したもの

省ＣＯ２の実現性に優れたリー
ディングプロジェクトとして、国
土交通省が採択したもの

先導的な高齢者向け住宅に関
する技術･システム等が導入さ
れるものとして、国土交通省が
採択したもの

戸建住宅の耐震改修：
外壁から前面道路との境界線ま
での距離が一定以内 等
マンションの耐震改修：
延べ床面積１０００㎡以上 等

補助要件

１７０億円（国費）（新築等含む）７０億円（国費）（新築等含む）８０億円（国費）１９０億円（国費）予算規模
(H21年度）

住宅・建築物安全ストック形
成事業（耐震改修、アスベス
ト対策）

高齢者居住安定化モデル
事業

住宅･建築物省ＣＯ２
推進事業（モデル事業等）

長期優良住宅等推進事業
（モデル事業等）

補助対象 耐震診断、耐震改修に要する費
用等

住宅の改修に要する費用等 住宅の改修に要する費用等(先
導的な省ＣＯ２技術に係る部分
に限る)

住宅の改修に要する費用等

国庫補助率 耐震診断 １/３
耐震改修 ７.６％

２/３ １/２ ２/３
(２００万円/戸 又は ２億円/団地
が上限)

高齢者向け返済特例制度の利用を前提に、床の段差解消、浴
室等への手すりの設置等を実施

都道府県等の認定を受けた耐震改修計画に従う耐震改修工事
又は 機構基準に適合する工事

要件

平成19年度 33戸 13,610万円（戸当たり平均約410万円）
平成20年度 39戸 20,850万円（戸当たり平均約530万円）

平成19年度 33戸 17,230万円（戸当たり平均約520万円）
平成20年度 28戸 17,480万円（戸当たり平均約620万円）

実績

耐震改修工事 バリアフリー工事

対象 耐震改修、及びこれと併せて行う設備取替工事等に要する費用 バリアフリー工事、及びこれと併せて行う設備取替工事等に要す
る費用

融資額 １，０００万円 (工事費の８０％が上限) 等 １，０００万円

返済期間 ２０年 等 申込み本人が亡くなるまで

①補助

②融資

＜都市銀行 － リフォームローン(例)＞

増改築・改装工事

対象 増改築・改装資金

融資額 １０万円以上 ５００万円以内

返済期間 ６カ月以上１０年以内

要件 勤続年数２年以上 等

＜住宅金融支援機構＞



既存住宅購入に係る支援制度

対象 住宅取得のためのローンで返済期間が１０年以上のもの

居住年 控除対象借入限度額 最大控除額
Ｈ２１ ５，０００万円 ５００万円
Ｈ２２ ５，０００万円 ５００万円
Ｈ２３ ４，０００万円 ４００万円
Ｈ２４ ３，０００万円 ３００万円
Ｈ２５ ２，０００万円 ２００万円

控除期間 １０年

控除率 １.０％

適用要件 床面積５０㎡/戸以上、 耐火建築物 築２５年以内、 耐火建築物以外 築２０年以内、 所得３，０００万円以下 等

対象 購入価額が１億円以下の中古住宅 等

融資額 ８，０００万円(建設費等の９０％以内)

返済期間 ３５年 等

要件 戸建： 床面積７０㎡/戸以上、 土台等に腐朽･蟻害なし 等
マンション： 床面積３０㎡/戸以上、 外壁等に鉄筋露出なし、 長期修繕計画(期間２０年以上)あり 等

（税制）
＜住宅ローン減税＞

（融資） （住宅金融支援機構）

＜フラット３５＞



保険付保のための既着工住宅の
特例現場検査

（ＲＣ及びＳＲＣの共同住宅等）

既存住宅性能表示制度の現況検査
（木造戸建て住宅の場合）

耐震診断
(ＲＣの共同住宅の場合)

１．検査の実施内容
(1)書類審査

工事記録、工事写真、設計図書等の設計施
工基準への適合を確認

(2)現場検査
通常の現場検査で対応不可能な部分を２．
により確認

２．特例検査
(1)検査方法

①鉄筋：鉄筋探査機（電磁誘導法又は電磁
波レーダー法）
②コンクリート：リバウンド（シュミット）ハンマー

(2)合格基準
①鉄筋の検査
・測定間隔以内に鉄筋の必要本数
・鉄筋のピッチ誤差は±30％以内 等

②コンクリートの検査
・(社)日本建築学会の「コンクリート強度の推
定式」を使用

＜標準的な費用＞
約９０万円（２０戸の共同住宅の例）

１．現況検査
次の部位を目視・計測等により確認
・基礎、壁、柱、梁等のひび割れ、破損等
・屋根の防水層の破断等
・開口部の隙間等
・給排水設備の漏水、機械換気設備の作動
不良等
・腐朽等及び蟻害の有無

２．判定
(1)部位等・事象別の判定

部位等ごとに認められる詳細な調査又は補
修を要する程度の劣化事象等の有無による
判定

(2)総合判定
特定の劣化事象等の有無による現況の総
合的な判定

＜標準的な費用＞
５～９万円程度（図面がある場合）
８～１２万円程度（図面がない場合）

１．予備調査
建築物の概要、関係図書の有無、建築物の
履歴(増改築、被災の有無等)等を調査

２．１次調査
(1) 外観調査

ひび割れ、鉄筋腐食状況を目視等により調
査

(2) 現況と設計図書との比較 等

３．２次調査
(1) ひび割れ調査

クラックスケール等によりひび割れ幅、長さ等
を計測

(2) 不同沈下の調査
目視等により不同沈下を調査

(3) 建物形状の調査 等

４．精密調査
(1) コンクリート材料の調査

① 建物からコンクリートコアを採取し圧
縮試験を行う。補完としてシュミットハンマー
試験を実施。
② コンクリートの中性化深さ試験を実施

(2) 鉄筋材料の調査
① 設計図書の確認、部分的はつり等により
鉄筋強度を調査
② 鉄筋の発錆の程度を目視観察

(3) 材料強度の設定

＜標準的な費用＞
１㎡あたり５００円～２０００円
（20戸、2000㎡の場合、100～400万円程度）

既存住宅の検査等の概要



民間のインスペクションの事例 （木造戸建て住宅）
検査会社Ａ 検査会社Ｂ

標準的な調査 詳細な調査

評価する者 設計・建築に精通したインスペクター
（原則１名） （原則２名）

調査員（一級建築士又は二級建築士）

評価の基本的
考え方

目視が基本。 目視が基本。一部項目によっては機器に
よる計測

評価手法の原則 点検口からデジカメを入れて撮影する程
度までは検査する。

天井裏の点検口から人が入り、できるだけ
深く検査する。

点検口から目視できる範囲で検査する。
必要な部分はデジカメによる撮影。

総合評価の方法 次の７項目について、有無等を表示。「ある」場合には箇所も併記。
【項目】
○建物の傾き（6/1000以上の傾斜または、高さが2m以上の水平距離で3/1000が続く傾
斜、3m以上の水平距離で3/1000勾配の続く傾斜）の有無
○建物が不同沈下している可能性の有無
○継続していると思われる雨漏りの形跡の有無
○著しい施工不良の有無
○建物の著しい劣化や腐食や変形の有無
○設備配管の著しい劣化、漏水の有無
○早期に補修が必要な箇所の有無

具体的な調査方法を明示した上で、調査
結果を次の5項目について、3段階で表示
（具体的なアドバイスを含む）。
【項目】
○外部（屋根・外壁・外構）
○屋根裏
○基礎・床下
○内部
○設備
【指標】
★★★：修繕・改善等の必要性がある（経
年劣化範囲のもの、軽微なものを除く）
★★： 専門調査をおすすめする
★： 経過観察をおすすめする

評価料金 ５７，５００円
（１５０㎡以内）

１２６，０００円
（１５０㎡以内）

８６，１００円（首都圏）
（１３０㎡以内）

※１３０㎡を超える場合、２０㎡毎に＋４，２００円

現場検査回数 １回（２時間半程度） １回（２時間半程度） １回（３時間半程度）

評価結果に対する
責任範囲

※参考：インスペクション料金＋７３，５００円（税
込）で、インスペクション後に不具合が発生した
場合に２００万円相当の補修工事を自ら行う
サービスが別途用意されている（基準に適合す
ると判定された一戸建て住宅について）。

調査実施日から２ヶ月以内に明らかに調査員
の責に帰すべき理由によって調査時点におけ
る建物状態と調査レポートの記載内容に相違
が発見され、かつその相違により依頼者が修
繕費用を支出する損害を被った場合、調査費
用を上限として当該修繕箇所の修繕費費用相
当額を賠償する。

実績 H19年度 戸建住宅３５２戸、共同住宅４０戸 ─

＜出典＞既存住宅流通における簡易な評価手法に関する検討委員会（第３回） 「資料3-1：現行の既存住宅評価における評価方法及び評価項目（木造戸建て住宅）」等より抜粋



エスクロー取引（米国）

○米国の不動産取引、特に中古住宅取引では、確実な契約の
履行確保を目的として、エスクロー取引が頻繁に利用されてい
る。

○エスクロー取引とは、不動産仲介業者とは別に、エスクロー業
者（州のライセンスが必要）が中立的な第三者の立場で、売
主・買主双方の契約事務の代行、履行の管理・確認を行うもの。

注１）エスクロー・オープン（当事者が契約条件について、一定の合意に達した
段階で、エスクロー業者に手続の開始を依頼。）

・今後行われる不動産権原調査、各種インスペクション、不動産鑑定評価、
住宅ローン審査等の結果によっては、契約解除、売主に対する修繕工
事実施請求、購入価格の値引交渉等ができる停止条件が留保された契
約書を作成。

・Real Estate Transfer Disclosure Statement（不動産譲渡時既知情報開示
書）の添付

買主保護を目的として作成され、売主が現在所有している物件に対し
て知っている限りの情報を明記し、売主のエージェト、買主のエージェ
ントもコメントを付ける。

注２）売主の既存担保権の抹消、買主への所有権移転、買主の新規担保権設
定を一括申請

（出典）国土交通省会議資料を基に作成

ＮＨＢＣの保証制度（英国）

○ＮＨＢＣ（National House Building Council：全国住宅協議会）
は、住宅金融組合（Building Society）、地方公共団体協会、住
宅建設業者団体、消費者団体によって構成された評議会に
よって運営されている独立の非営利団体。

○保証内容は、「性能保証」に関しては、短期保証(初期保証期
間の保証)、長期保証(構造保証期間の保証)、建築規制保証
(建築規制保証期間の保証)。これに加えて、完成保証(第二の
危険の救済)がある。

[短期保証]
通常の損耗、収縮、結露や使用者の過失による損傷を除き、
欠陥を住宅建設販売業者(Builder)が無償で修補するもの。保
証期間は、2年。住宅建設販売業者が保証しなかった場合は、
NHBCが行う。

[長期保証]
構造上の欠陥、地盤沈下による損傷を保証(補修、再建、代替住

宅の提供等)するもの。単なる雨漏は、保証の対象ではない。
保証期間は、10年。保証者はNHBC。

[建築規制保証（建築規制違反の是正）]
建築規則(建築基準法相当の公法)に不適合の部分が有った場

合、これを是正するもの。保証期間は10年。保証者(是正者)は
NHBC。

[完成保証]
住宅が何らかの理由(主として業者倒産)で住宅が完成しなかっ

た場合、NHBCが、前渡金若しくは未回収金の支払又は工事
を行う。

○上記の保証は、新築及び改築について対象。
保証期間内の中古取引の場合も保証は継続。

（出典）世界の住宅性能保証制度（松本光平氏）等を基に作成

諸外国の既存住宅、リフォームに関する制度（１）



キャリテル制度（仏国）

○キャリテル協会は、1974年に設立された公益法人で、設立以
来、キャリテルメソッドと呼ぶ方法による住宅の性能表示制度を
実施、運営。

○既存住宅を対象とした性能表示制度の概要
は次のとおり。

・2006年から導入。

・戸建・共同とも対象。

・９つの項目（①維持管理、（②、③は
欠番）、④防火、⑤衛生、⑥アクセシビリティ、⑦外装、
⑧共用部分の設備、快適性、⑨電気、配管設備、
⑩エネルギー性能、⑪音環境）を評価の対象とする。

・上記の９つの項目のうち、３項目（①は必須）の要件に合致
することが、認証の要件。

・評価は、現況診断（Bilan）を必ず実施。

・ほとんど目視による検査で破壊検査は実施しない。

・リモデルする住宅が申請の大半。

（出典）キャリテル協会へのヒアリング等による

インスペクション制度（米国）

○住宅取引の際、買い手を中心に、建設業者もしくはその他の
専門家、住宅検査員（Home Inspector）による住宅検査（ホー
ム・インスペクション）を依頼。

○全米では、買主の50～60％(大都市でほぼ100％）がホームイ
ンスペクションを利用。

○全米でみた場合、住宅検査員による検査報告書は強制義務
ではないが、住宅の仕様や劣化、瑕疵の問題など、技術的な
状況が判断できない消費者が、住宅の状態を詳しく知った上
で取引に応じる重要な手段の一つとして位置づけられるように
なっている。

○住宅検査の検査項目は、暖房・電気設備、屋根、防音・断熱な
どの断熱材、壁、床、基礎、目視可能な建物の構造など。
原則として目視検査。現場の検査時間は、概ね２～３時間。

○検査費用は、標準検査で250～500ドル位 （各検査員が独自
に定める）。

○住宅検査員に対しては、全米２１州において州法によって住宅
検査員の免許・登録届、資格要件などを定めている。

○検査員は、各々責任賠償保険に加入。

（出典）既存住宅の検査及び性能表示等に関する検討調査報告書
（資料編）（H14.3 (財)ベターリビング他）

住宅検査員
Home Inspector

不動産仲介業者
Agent／Broker

買い手売り手

不動産仲介業者
Agent／Broker

⑦検査結果
⑥検査依頼

④物件紹介③依頼

⑤情報開示
（TDS）

⑧契約関係①依頼
②価格評価

【アメリカにおける既存住宅流通システムの中の住宅検査】

諸外国の既存住宅、リフォームに関する制度（２）

【キャリテル協会のグループと各種認証】

Association QUALITEL
［キャリテル協会］
（1974年～）

CERQUAL
（2004年～）

新築住宅の性能評
価

CERQUAL 
PATRIMOINE
（1974年～）

既存住宅の性能評
価及び評価に先立つ
省エネ診断

CEQUAMI
（1999年～）

CSTBと共同出資
戸建住宅の性能評
価

CEQUABAT
（1997年～）

建築工事の評価



リフォーム市場における新たなビジネス(1)

＜事例：Ａ社＞

○既存建築物一棟の耐震性や劣化状況などを、入念に調査・診断
した上で、その結果をもとに大規模な修繕を実施。

○第三者機関による既存住宅性能評価を取得し、建物完成時の建
物レベルまで再生。

○共用部のリニューアルや、自由度の高いプラン設計などにより、

建物全体をバリューアップ。

○近隣の新築物件よりも割安※に購入することが可能。
※建物の個別要因により、割安でない場合もあり

○実績：９棟287戸。

リノベーションビジネス

○既存共同住宅を、棟全体でトータルにリフォームし、新築に比べて割安で分譲。

○既存戸建て住宅を、躯体を活かして、定額制で、１棟まるごと再生。

＜事例：Ｂ社＞

○戸建て住宅を一棟まるごと再生。

○工事費は床面積×坪単価で算出する完全定額制を採用し、工
事着手後の不具合が判明しても追加費用はかからない。

○標準仕様以外のオプションや増築についても定価制で用意。

○実績：50,000棟超（戸建・共同住宅等含む）。

特長

注）事例の文、写真等は、Ａ社及びＢ社のそれぞれのカタログ、チラシからの引用等により作成した。

外観
（例）

before after



リフォーム市場における新たなビジネス(2)

＜事例：A社＞

○中古マンションや社宅など既存建築物一棟を建
物・設備の診断を行ったうえで、大規模修繕、共
用部のデザインリニューアル等を行い、建物のバ
リューアップを図り、新規に分譲。

○棟内にモデルルームを作るため、リノベーションす
る前と後の部屋の状態を実際に見て検討するこ
とが可能。

○住戸プランは、基本となるベースプランのほか、購
入者が自由に変更できるように、内装材や設備
機器が選択可能なプランや間取りも含めて自由
に設計が出来るプランを用意。

○実績：９棟２８７戸。

リフォームプラン付き中古住宅販売

○既存住宅に、購入者の好みに合わせた複数のリフォームプランを付した中古住宅の分譲

注）事例の文、図等は、Ｃ社のカタログ、チラシからの引用等により作成した。


